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ドイツにおける内密出産制度導入の意義と課題（二・完）
 

論　
　
　

説ド
イ
ツ
に
お
け
る
内
密
出
産
制
度
導
入
の
意
義
と
課
題
（
二
・
完
）

床
　
　
谷
　
　
文
　
　
雄

は
じ
め
に

一　

匿
名
で
の
子
の
出
産
お
よ
び
引
渡
し
の
諸
形
態

二　

ベ
ビ
ー
・
ク
ラ
ッ
ペ
ン
そ
の
他
匿
名
に
よ
る
子
ど
も
の
引
渡
し
に
関
す
る
検
証
作
業

三　

内
密
出
産
制
度
の
導
入
（
以
上
、
六
八
巻
一
号
）

四　

内
密
出
産
制
度
の
法
的
問
題

五　

日
本
に
お
け
る
「
内
密
出
産
」
の
可
能
性

お
わ
り
に四　

内
密
出
産
制
度
の
法
的
問
題

　

1　

法
律
上
の
親
子
関
係

 

（
1
）
母
子
関
係

　

内
密
出
産
制
度
は
、
一
方
に
お
い
て
、
出
産
時
に
お
け
る
母
の
匿
名
性
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
他
方
に
お
い
て
、
出
産
し
た
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論　　　説

母
の
身
元
を
将
来
的
に
（
子
ど
も
の
成
長
を
待
っ
て
）
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
明
確
に
し
、
そ
の
具
体
的
な
手
段
を
制
度
に
組
み
込
む

も
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
法
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
法
と
は
異
な
り
、
母
は
常
に
明
ら
か
で
あ
る
（m

ater sem
per certa est

）
と
い
う
法

格
言
を
実
定
法
化
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
九
七
年
に
改
正
さ
れ
た
ド
イ
ツ
民
法
一
五
九
一
条
で
は
、「
分
娩
し
た
女
性
を
子
の

母
と
す
る
。」
と
の
明
文
規
定
を
置
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
母
」
を
定
義
す
る
規
定
を
わ
ざ
わ
ざ
設
け
た
の
は
、
生
殖
補
助
医
療

技
術
の
進
展
に
よ
っ
て
、
卵
子
（
遺
伝
子
上
）
の
つ
な
が
り
を
有
す
る
女
性
と
子
宮
（
分
娩
）
の
つ
な
が
り
を
有
す
る
女
性
と
の
分
離

（
い
わ
ゆ
る
代
理
懐
胎
）
が
現
実
化
し
た
こ
と
に
よ
る
、
法
的
母
子
関
係
の
混
乱
を
防
止
す
る
た
め
で
あ
る
。

　

母
子
関
係
発
生
に
つ
い
て
の
「
分
娩
主
義
」
を
定
め
る
こ
の
規
定
は
、
内
密
出
産
の
場
合
に
は
適
用
除
外
と
す
る
修
正
は
な
さ
れ
て

い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
法
理
論
的
に
は
、
内
密
出
産
の
場
合
で
も
、
出
産
し
た
女
性
は
、
分
娩
に
よ
り
当
然
に
法
律
上
の
母
と
し
て

の
身
分
を
付
与
さ
れ
、
分
娩
し
た
子
を
保
護
す
る
義
務
を
負
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
内
密
出
産
の
場
合
は
、
母
は
仮
名
に
よ

っ
て
出
産
し
、
身
分
登
録
上
も
、
子
の
出
生
登
録
に
は
、
子
の
名
、
出
生
氏
、
出
生
地
、
出
生
時
（
分
ま
で
）、
性
別
を
記
載
す
る
が
、

母
の
氏
名
は
記
載
さ
れ
な
い
と
い
う
法
的
対
応
を
と
っ
て
い
る
（
身
分
登
録
法
二
一
条
二
項
ａ
）。
そ
の
た
め
、
出
生
の
届
出
を
す
る

か
、
し
な
い
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
あ
る
い
は
、
出
生
登
録
証
書
に
母
親
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
か
、
い
な
い
か
に
も
か
か
わ
り
な

く
、
出
産
し
た
女
性
は
、
分
娩
に
よ
り
、
当
然
に
生
ま
れ
た
子
の
母
親
と
し
て
の
身
分
を
取
得
し
、
そ
の
子
ど
も
を
保
護
す
る
法
律
上

の
義
務
を
負
う
と
は
い
え
、
実
際
上
は
、
母
親
の
身
元
が
不
明
な
状
態
で
あ
る
こ
と
を
法
的
に
保
障
し
て
い
る
の
で
、
少
な
く
と
も
一

六
年
間
は
、
母
親
と
し
て
の
身
分
を
追
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
間
は
、
母
子
関
係
確
認
の
訴
え
も
排
除
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
扶
養
義
務
の
履
行
を
私
的
に
も
公
的
に
も
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
一
六
年
後
に
、
子
が
母
の
身
元
を
知
り
、
母
子
関
係
が

確
認
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
間
の
過
去
の
扶
養
料
に
つ
い
て
の
求
償
も
問
題
と
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

か
ね
て
、
匿
名
で
赤
ち
ゃ
ん
を
預
け
る
ベ
ビ
ー
・
ク
ラ
ッ
ペ
ン
や
匿
名
出
産
に
対
し
て
は
、
母
子
関
係
を
不
明
に
す
る
お
そ
れ
が
あ

（
28
）

（
29
）

（
30
）
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ドイツにおける内密出産制度導入の意義と課題（二・完）

り
、
子
の
出
自
を
知
る
権
利
を
侵
害
す
る
、
あ
る
い
は
親
の
子
に
対
す
る
保
護
責
任
を
放
棄
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
批
判
的
意
見
が

強
か
っ
た
。
内
密
出
産
制
度
は
こ
う
し
た
批
判
を
意
識
し
つ
つ
も
、
匿
名
の
か
た
ち
で
の
出
産
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
の
存
在
を
承
認
し
て
、

出
産
前
後
の
母
子
に
対
す
る
医
療
的
保
護
を
保
障
す
る
と
と
も
に
、
子
の
身
分
に
法
的
安
定
性
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ベ

ビ
ー
・
ク
ラ
ッ
ペ
ン
に
対
し
て
は
、
扶
養
義
務
違
反
の
罪
（
刑
法
一
七
〇
条
）、
保
護
義
務
違
反
の
罪
（
同
一
七
一
条
）
の
疑
い
が
指

摘
さ
れ
て
い
た
が
、
内
密
出
産
制
度
は
、
こ
の
問
題
を
法
的
に
解
決
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

仮
に
、
母
の
身
元
秘
匿
期
間
の
間
に
、
母
が
死
亡
し
た
場
合
で
も
、
当
該
子
は
存
在
し
な
い
も
の
と
し
て
、
相
続
関
係
の
処
理
が
行

わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
内
密
出
産
の
子
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
場
合
、
親
の
不
明
な
子
と
し
て
、
し
か
る
べ
き
手
続
を
踏

ん
で
、
養
子
縁
組
が
な
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
養
子
縁
組
は
実
方
と
の
血
族
関
係
が
終
了
す
る
完
全

養
子
で
あ
る
た
め
（
民
法
一
七
五
五
条
）、
父
母
の
不
明
な
子
に
つ
い
て
養
子
縁
組
が
な
さ
れ
れ
ば
、
事
後
に
実
親
と
の
権
利
義
務
関

係
が
発
生
す
る
こ
と
は
な
い
。

 

（
2
）
父
子
関
係

　

内
密
出
産
を
希
望
す
る
女
性
（
妊
婦
）
は
、
特
定
の
パ
ー
ト
ナ
ー
が
存
在
し
な
い
場
合
が
多
い
と
推
測
さ
れ
る
が
、
婚
姻
し
て
い
る

場
合
あ
る
い
は
特
定
の
パ
ー
ト
ナ
ー
が
存
在
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
そ
の
場
合
で
も
、
妊
婦
は
、
パ
ー
ト
ナ
ー
に
も
妊
娠
の
事
実
を

知
ら
れ
た
く
な
い
と
い
う
動
機
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
胎
児
の
生
物
的
父
が
夫
ま
た
は
パ
ー
ト
ナ
ー
で
な
い
こ
と
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
た
と
え
生
物
的
父
が
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
っ
て
も
、
内
密
出
産
を
望
む
者
も
あ
る
。
内
密
出
産
を
希
望
す
る
妊
婦
に
対
し
て
は
、

妊
娠
相
談
所
で
の
事
前
相
談
に
お
い
て
、
子
ど
も
に
対
し
て
父
親
が
有
す
べ
き
権
利
義
務
に
つ
い
て
も
説
明
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
が
、
内
密
出
産
を
す
る
か
ど
う
か
の
最
終
的
な
判
断
は
、
女
性
に
任
さ
れ
て
い
る
。
内
密
出
産
制
度
の
導
入
に
当
た
り
、
父
親

の
権
利
に
つ
い
て
は
特
段
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
な
い
た
め
、
妊
婦
が
子
の
父
に
妊
娠
の
事
実
を
告
げ
な
い
限
り
、
父
は
内
密
出
産
の

（
31
）

（
32
）

（
33
）
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実
行
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
後
に
子
が
養
子
縁
組
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
妨
げ
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
こ
れ
は
、
法
的
に
父
と
推
定
さ
れ
る
夫
の
場
合
（
民
法
一
五
九
二
条
一
号
）
で
あ
っ
て
も
、
母
が
仮
名
で
出
産
し
て
い
る
た
め
、

夫
の
有
無
は
不
明
と
言
う
ほ
か
な
い
の
で
あ
り
、
妊
婦
が
婚
姻
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
そ
も
そ
も
生
物
的
父
は
胎
児
の
父
と
し
て
の

身
分
を
持
た
な
い
た
め
、
仮
に
妊
娠
の
事
実
に
気
が
つ
い
て
も
、
妊
婦
の
決
断
に
法
的
に
介
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

母
が
内
密
出
産
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
子
を
手
放
し
た
事
実
を
後
に
生
物
的
父
で
あ
る
母
の
夫
ま
た
は
パ
ー
ト
ナ
ー
が
知
っ
た
場
合
、

そ
の
子
を
手
元
に
取
り
戻
し
、
父
子
関
係
を
確
立
さ
せ
る
た
め
に
、
そ
の
子
の
所
在
を
捜
索
す
る
事
態
が
生
じ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
し
た
場
合
に
父
が
と
り
う
る
手
段
と
し
て
は
、
ま
ず
は
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
少
年
局
を
訪
ね
て
、
事
情
を
調
べ
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。
す
で
に
子
が
養
子
縁
組
の
た
め
の
監
護
（
養
親
と
な
る
者
に
よ
る
試
験
養
育
）
に
付
託
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
関
わ
っ
た
養

子
縁
組
斡
旋
機
関
を
も
含
め
て
、
養
子
縁
組
の
手
続
を
継
続
し
進
め
る
の
か
（
父
の
同
意
を
得
る
、
ま
た
は
同
意
を
不
要
と
す
る
手
続

を
す
る
）、
生
物
的
父
の
取
戻
し
を
認
め
る
の
か
、
い
ず
れ
が
子
の
福
祉
に
よ
り
適
し
て
い
る
の
か
を
判
断
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

も
し
も
養
子
縁
組
の
た
め
の
監
護
期
間
が
す
で
に
相
当
長
く
続
い
て
お
り
、
養
育
者
（
養
親
と
な
る
者
）
と
子
の
間
に
心
情
的
な
愛
着

関
係
が
成
立
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
ま
ま
養
子
縁
組
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
子
の
福
祉
に
資
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
父
が
内
密
出
産
さ
れ
た
子
を
取
り
戻
す
こ
と
は
、
通
常
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

　

2　

内
密
出
産
子
の
養
子
縁
組

 

（
1
）
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
養
子
縁
組

　

内
密
出
産
で
出
生
し
た
子
は
、
多
く
の
場
合
、
養
子
縁
組
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
養
子
法
は
、
一
九
七

六
年
改
正
法
（
一
九
七
七
年
一
月
一
日
施
行
）
に
よ
り
、
未
成
年
者
（
一
八
歳
未
満
）
の
養
子
縁
組
に
つ
い
て
は
、
養
子
（
お
よ
び
そ

の
直
系
卑
属
）
と
実
親
お
よ
び
そ
の
血
族
と
の
血
族
関
係
が
終
了
す
る
完
全
養
子
型
の
も
の
の
み
と
な
っ
て
い
る
（
民
法
一
七
五
五

（
34
）
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条
）。
そ
の
点
で
、
養
子
と
な
る
子
を
低
年
齢
の
子
に
限
定
す
る
完
全
養
子
型
の
特
別
養
子
縁
組
と
、
養
子
の
年
齢
を
問
わ
ず
実
親
と

の
法
律
関
係
が
終
了
し
な
い
普
通
養
子
縁
組
と
を
併
存
さ
せ
て
い
る
日
本
法
と
ド
イ
ツ
法
に
は
基
本
的
な
差
異
が
あ
る
が
、
実
親
の
同

意
を
原
則
と
し
て
必
要
と
し
つ
つ
も
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
実
親
の
同
意
が
不
要
と
さ
れ
る
こ
と
（
同
法
一
七
四
七
条
・

一
七
四
八
条
）、
家
庭
裁
判
所
の
決
定
に
よ
っ
て
養
子
縁
組
が
成
立
す
る
こ
と
（
同
法
一
七
五
二
条
）
は
日
本
法
の
特
別
養
子
縁
組
と

同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
不
法
・
不
正
な
養
子
縁
組
（
い
わ
ゆ
る
ブ
ラ
ッ
ク
・
マ
ー
ケ
ッ
ト
あ
る
い
は
グ
レ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
と
い
わ
れ
る

人
身
取
引
に
類
し
た
行
為
）
を
防
止
す
る
と
と
も
に
、
児
童
保
護
施
設
に
い
る
子
ど
も
に
対
す
る
家
庭
的
環
境
に
お
け
る
養
育
・
保
護

を
促
進
し
、
特
に
問
題
と
な
る
年
長
の
子
や
障
が
い
の
あ
る
子
な
ど
の
縁
組
困
難
ケ
ー
ス
に
対
処
す
る
た
め
に
、
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ

ん
に
関
す
る
法
律
を
併
せ
て
整
備
し
、
こ
れ
に
よ
り
、
児
童
保
護
機
関
と
し
て
の
少
年
局
（Jugendam

t

）
に
設
置
さ
れ
た
養
子
縁
組

あ
っ
せ
ん
所
を
中
心
と
す
る
認
可
さ
れ
た
縁
組
あ
っ
せ
ん
機
関
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
活
動
を
規
律
し
て
、
適
切
な
養
子
縁
組
の
速
や
か
な

実
現
に
向
け
て
、
関
係
機
関
が
連
携
し
て
活
動
し
て
い
る
こ
と
な
ど
も
、
重
要
な
制
度
的
特
徴
で
あ
る
。

 

（
2
）
親
が
不
明
な
子
の
養
子
縁
組

　

ハ
ン
ブ
ル
ク
に
最
初
の
ベ
ビ
ー
・
ク
ラ
ッ
ペ
が
開
設
さ
れ
た
二
〇
〇
〇
年
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
未
成
年
養
子
の
数
は
六
三
七
三
人

（
ド
イ
ツ
国
籍
が
四
四
八
二
人
）
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
一
年
か
ら
五
〇
〇
〇
人
台
、
二
〇
〇
五
年
か
ら
四
〇
〇
〇
人
台
、
二
〇
一
二

年
か
ら
は
三
〇
〇
〇
人
台
と
、
全
体
と
し
て
の
未
成
年
養
子
の
数
は
減
少
し
て
い
る
。
し
か
し
、
親
が
不
明
な
子
の
養
子
縁
組
は
、
二

〇
〇
三
年
ま
で
は
一
〇
か
ら
二
〇
に
充
た
な
い
数
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
四
年
（
八
九
人
）
か
ら
急
増
し
、
内
密
出
産
法
が
施
行
さ
れ

た
二
〇
一
四
年
に
は
一
四
〇
を
超
え
（
三
歳
未
満
が
一
二
〇
弱
）、
二
〇
一
五
年
に
は
約
一
八
〇
（
三
歳
未
満
が
約
八
〇
）
と
な
っ
て

い
る
（
こ
の
数
字
は
ド
イ
ツ
国
籍
の
子
の
み
）。
未
成
年
養
子
が
成
立
す
る
ま
で
に
は
、
養
親
と
な
る
者
に
よ
る
試
験
養
育
期
間
（
民

法
一
七
四
四
条
で
は
「
相
当
な
期
間
」
と
定
め
て
い
る
が
、
実
務
上
は
一
年
程
度
と
さ
れ
て
い
る
）
が
必
要
で
あ
る
の
で
、
ベ
ビ
ー
・

（
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ク
ラ
ッ
ペ
ン
に
預
け
ら
れ
た
子
あ
る
い
は
匿
名
出
産
の
数
が
増
え
て
も
、
す
ぐ
に
養
子
縁
組
の
数
が
増
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
で

も
匿
名
型
の
子
の
委
託
の
増
加
は
、
数
年
遅
れ
で
養
子
縁
組
の
数
に
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
養
子
縁
組
の
成
立
ま
で
の
期
間
も
短

縮
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　

養
子
縁
組
に
対
し
て
は
、
原
則
と
し
て
実
親
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
が
（
民
法
一
七
四
七
条
）、
匿
名
型
の
出
産
お
よ
び
ベ
ビ
ー
・

ク
ラ
ッ
ペ
ン
へ
の
預
け
入
れ
の
場
合
、
親
が
不
明
な
子
で
あ
る
と
し
て
直
ち
に
養
子
縁
組
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ

ら
の
場
合
、
自
分
の
身
元
を
明
か
さ
な
い
形
で
出
産
を
希
望
し
、
あ
る
い
は
出
産
し
た
子
を
病
院
等
の
運
営
者
に
託
す
る
行
為
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
養
子
縁
組
に
同
意
し
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
と
い
う
見
解
も
あ
り
得
る
が
、
ベ
ビ
ー
・
ク
ラ
ッ
ペ
ン
の
場
合
は
預
け
た
者

が
母
親
と
は
限
ら
な
い
こ
と
、
縁
組
同
意
は
要
式
行
為
で
あ
る
こ
と
（
同
法
一
七
五
〇
条
一
項
）、
白
地
同
意
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ

と
（
同
法
一
七
四
七
条
二
項
）、
完
全
養
子
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
養
子
と
な
る
者
の
親
の
縁
組
に
対
す
る
（
黙
示
の
）
同
意

が
あ
る
と
の
解
釈
は
否
定
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
家
庭
裁
判
所
の
縁
組
手
続
に
お
い
て
、
親
の
同
意
な
し
に
養
子
と
な
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
を
確
認
す
る
か
（
同
条
四
項
）、
家
庭
裁
判
所
に
よ
る
親
の
同
意
の
補
充
（
代
行
）
の
手
続
を
採
る
こ
と
に
な
る
（
同
法
一
七
四

八
条
）。
そ
の
い
ず
れ
に
よ
る
か
、
ま
た
家
庭
裁
判
所
が
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
か
は
、
個
別
の
事
案
に
よ
る
の
で
明
ら
か
で
は
な
い
。

同
意
を
不
要
と
す
る
事
情
が
あ
る
か
、
同
意
を
補
充
す
べ
き
事
由
が
存
在
す
る
か
に
つ
い
て
、
慎
重
に
判
断
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

 

（
3
）
内
密
出
産
制
度
を
支
え
る
養
子
縁
組

　

内
密
出
産
で
生
ま
れ
た
子
も
、
母
親
が
自
分
の
身
元
を
明
か
さ
な
い
限
り
、
こ
れ
ま
で
の
匿
名
型
の
出
産
で
病
院
や
ベ
ビ
ー
・
ク
ラ

ッ
ペ
ン
に
委
託
さ
れ
た
子
と
同
じ
く
、
親
の
不
明
な
子
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
内
密
出
産
制
度
の
導
入
に
当
た
り
、
内
密
出

産
子
の
養
子
縁
組
を
円
滑
に
す
る
た
め
、
民
法
に
は
特
別
の
規
定
が
置
か
れ
た
。
つ
ま
り
、
内
密
出
産
し
た
母
親
に
つ
い
て
は
、
子
に

対
す
る
親
の
配
慮
権
が
停
止
す
る
も
の
と
規
定
さ
れ
（
民
法
一
六
七
四
条
ａ
）、
通
常
は
、
少
年
局
が
出
生
し
た
子
の
後
見
人
と
し
て
、

（
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）
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子
を
代
理
す
る
。
母
が
子
の
出
生
届
に
必
要
な
事
項
を
家
庭
裁
判
所
に
届
け
出
る
ま
で
は
、
母
は
永
続
的
な
行
方
不
明
者
と
し
て
取
り

扱
わ
れ
る
旨
の
明
文
規
定
（
同
法
一
七
四
七
条
四
項
二
文
）
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
で
、
養
子
縁
組
の
要
件
と
し
て
通
常
問
題
と
な
る
実

親
の
同
意
に
つ
い
て
は
、
不
要
で
あ
る
こ
と
が
法
的
に
確
定
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
法
で
は
、
生
後
八
週
間
の
間
、
母
親

が
養
子
縁
組
に
同
意
を
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
（
民
法
一
七
四
七
条
二
項
）、
そ
の
間
は
子
を
取
り
戻
し
た
い
と
い
う
申
出

が
あ
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
た
め
、
里
親
あ
る
い
は
託
児
所
で
子
を
預
か
り
、
少
年
局
に
よ
る
保
護
の
下
で
、
養
親
希
望
者
の
選
択
等
、

養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
の
準
備
が
行
わ
れ
る
。

　

3　

出
自
を
知
る
権
利

 

（
1
）
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
「
自
己
の
出
自
を
知
る
権
利
」
の
意
義

　

病
院
で
の
匿
名
出
産
、
ベ
ビ
ー
・
ク
ラ
ッ
ペ
ン
等
へ
の
匿
名
に
よ
る
子
ど
も
の
委
託
は
、
妊
婦
・
母
親
（
そ
の
周
辺
の
者
ら
）
が
出

産
の
事
実
を
隠
し
た
い
と
い
う
動
機
か
ら
採
ら
れ
る
手
段
で
あ
る
場
合
が
多
い
と
思
わ
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
生
ま
れ
た
子
を
直
接

殺
害
し
た
り
、
生
存
の
可
能
性
が
乏
し
い
場
所
に
遺
棄
し
た
り
す
る
こ
と
を
回
避
す
る
行
為
で
あ
る
の
で
、
必
ず
し
も
出
産
の
秘
密
保

持
を
最
優
先
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
子
ど
も
の
生
命
の
保
護
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
行
為
に
対
し

て
は
、
子
の
出
自
を
知
る
権
利
（
人
の
存
在
基
盤
で
あ
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
）
と
の
関
係
に
お
い
て
問
題
視
さ
れ
、
強
く
批

判
さ
れ
て
き
た
。

　
「
出
自
を
知
る
権
利
」
に
つ
い
て
は
、
国
際
法
的
に
も
こ
れ
を
保
障
す
る
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
の
国
内
法
体
系
上
も
、

実
親
子
関
係
の
形
成
に
関
わ
る
法
規
定
の
在
り
方
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
長
年
に
わ
た
り
議
論
さ
れ
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
一
九
八
九

年
一
月
三
一
日
判
決
な
ど
に
よ
り
、
憲
法
上
の
一
般
的
人
格
権
（
基
本
法
一
条
一
項
〔
人
間
の
尊
厳
〕
と
の
連
結
に
よ
る
二
条
一
項

〔
人
格
の
自
由
な
発
展
〕
を
根
拠
と
す
る
）
に
包
含
さ
れ
る
権
利
と
し
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
学
説
も
、
一
部
に
消
極

（
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）

（
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的
な
見
解
も
あ
っ
た
が
、
一
般
的
に
は
基
本
的
権
利
と
し
て
承
認
さ
れ
、
具
体
的
な
法
改
正
な
い
し
新
た
な
立
法
に
も
反
映
す
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
欧
州
人
権
裁
判
所
に
お
い
て
も
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
は
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
や
イ
タ
リ
ア
で
の
匿
名
出
産
が

欧
州
人
権
条
約
に
違
反
す
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
さ
れ
、
出
自
を
知
る
権
利
の
具
体
化
と
そ
の
限
界
が
論
じ
ら
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ

る
。
二
〇
〇
八
年
の
新
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
養
子
協
定
で
も
、
養
子
が
自
己
の
出
自
に
関
す
る
情
報
に
ア
ク
セ
ス
す
る
権
利
を
承
認
す
る
と
と

も
に
、
実
親
の
身
元
を
明
ら
か
に
し
な
い
権
利
と
の
調
整
を
す
べ
き
こ
と
を
管
轄
官
庁
の
任
務
と
し
て
い
る
（
協
定
二
二
条
三
項
）。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
法
規
制
の
な
い
状
態
で
実
践
さ
れ
て
き
た
匿
名
型
の
出
産
・
子
の
委
託
を
法
制
度
と
し
て
公
認
す
る
こ
と
は
、

自
己
の
出
自
を
知
る
権
利
を
法
律
が
積
極
的
に
制
約
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
批
判
が
強
く
、
新
し
い
制
度
的
工

夫
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

 

（
2
）
内
密
出
産
に
お
け
る
「
出
自
を
知
る
権
利
」
の
保
障

　

内
密
出
産
制
度
で
は
、
子
の
出
自
を
知
る
権
利
の
保
障
と
、
出
生
の
際
に
お
け
る
母
の
匿
名
性
保
持
の
両
立
を
実
現
す
る
た
め
の
新

し
い
仕
組
み
を
採
用
し
た
。
ド
イ
ツ
で
は
一
八
歳
を
も
っ
て
成
年
と
な
る
が
、
内
密
出
産
制
度
で
は
、
一
六
歳
以
上
の
子
に
情
報
開
示

を
認
め
る
。
内
密
出
産
制
度
は
、
要
保
護
児
童
の
支
援
者
（
専
門
機
関
）
と
の
信
頼
関
係
を
基
礎
と
し
、
専
門
家
に
よ
る
助
言
・
カ
ウ

ン
セ
リ
ン
グ
の
効
果
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
母
子
の
生
命
・
健
康
の
尊
重
を
第
一
に
考
え
な
が
ら
、
母
の
匿
名
性
保
持
に
お
け
る
利
益

と
子
の
出
自
を
知
る
権
利
と
を
調
和
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

　

妊
娠
相
談
所
は
、
内
密
出
産
の
時
点
で
、
母
に
対
し
、
子
の
出
自
証
明
書
閲
覧
権
（
裁
判
所
に
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
）
な
ど

に
つ
い
て
情
報
提
供
（
助
言
）
を
し
て
い
る
が
、
子
が
自
己
の
情
報
を
求
め
る
時
期
に
な
れ
ば
、
子
と
母
の
利
害
調
整
を
す
る
こ
と
に

な
る
。
母
が
自
己
の
情
報
を
子
に
開
示
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
と
き
は
、
母
は
、
相
談
所
に
対
し
、
母
に
代
わ
っ
て
訴
訟
を
担
当
す
る

（
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）
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者
を
伝
え
る
。
そ
し
て
相
談
所
は
、
連
邦
庁
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
（
妊
娠
葛
藤
法
三
一
条
）。
妊
娠
相
談
所
は
、
出
自
を
め
ぐ
る
子

と
母
の
利
害
関
係
の
調
整
の
た
め
に
母
を
支
援
す
る
。

　

連
邦
庁
が
出
自
証
明
書
の
閲
覧
を
拒
否
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
子
は
、
家
庭
裁
判
所
に
対
し
、
閲
覧
の
申
立
て
を
す
る
。
家
庭
裁
判

所
は
、
秘
密
を
守
る
こ
と
に
お
け
る
母
の
利
益
（
閲
覧
に
よ
っ
て
母
の
身
体
・
生
命
・
健
康
・
人
格
の
自
由
・
そ
の
他
保
護
に
値
す
る

利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
生
ず
る
）
と
子
の
利
益
（
子
の
出
自
を
知
る
権
利
）
を
衡
量
し
て
、
閲
覧
の
可
否
を
判
断
す
る
（
妊
娠
葛
藤

法
三
二
条
）。
す
で
に
新
制
度
の
施
行
か
ら
五
年
近
く
経
過
す
る
が
、
一
〇
数
年
後
、
家
庭
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
極
め
て
難
し
い
判

断
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
立
法
者
と
し
て
は
、
一
五
、
六
年
の
間
に
、
母
親
の
生
活
環
境
が
改
善
さ
れ
る
こ
と
が
十
分
考
え
ら
れ

る
し
、
匿
名
性
を
放
棄
す
る
方
向
に
意
識
が
変
化
す
る
こ
と
を
期
待
も
し
て
い
る
が
、
現
状
で
は
見
通
せ
な
い
。
裁
判
所
が
閲
覧
の
申

立
て
を
却
下
し
た
と
き
は
、
子
は
、
三
年
以
上
経
過
後
に
、
再
度
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

自
己
の
出
自
を
知
る
権
利
が
、
生
物
的
出
自
を
知
る
だ
け
で
は
な
く
、
法
的
親
子
関
係
の
確
認
を
も
そ
の
内
容
に
包
含
す
る
と
す
れ

ば
、
こ
れ
を
制
度
的
に
保
障
す
る
た
め
に
、
匿
名
出
産
を
し
た
母
と
子
の
親
子
関
係
を
明
確
に
す
る
方
途
を
残
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
す
で
に
養
子
縁
組
が
成
立
し
て
い
る
場
合
は
、
法
的
な
母
子
関
係
の
確
認
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

五　

日
本
に
お
け
る
「
内
密
出
産
」
の
可
能
性

　

熊
本
市
で
「
こ
う
の
と
り
の
ゆ
り
か
ご
」
を
運
営
し
て
い
る
慈
恵
病
院
で
は
、
ド
イ
ツ
の
内
密
出
産
制
度
を
モ
デ
ル
と
し
て
、
日
本

で
も
同
様
の
出
産
方
法
を
導
入
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
い
る
（
二
〇
一
七
年
一
二
月
発
表
）。
慈
恵
病
院
で
は
、
現
行
法
の
解
釈
に
よ

っ
て
内
密
出
産
も
実
現
可
能
で
あ
る
と
の
考
え
を
表
明
し
て
い
る
が
、
わ
が
国
に
内
密
出
産
を
可
能
と
す
る
社
会
的
・
法
的
基
盤
は
存

在
す
る
の
か
、
検
討
す
べ
き
課
題
は
少
な
く
な
い
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
内
密
出
産
の
制
度
化
は
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
青
少
年
支
援
福
祉
団
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体
シ
ュ
テ
ル
ニ
・
パ
ル
ク
が
二
〇
〇
〇
年
に
親
が
育
て
ら
れ
な
い
赤
ち
ゃ
ん
を
受
け
入
れ
る
ベ
ビ
ー
・
ク
ラ
ッ
ペ
の
運
営
を
開
始
し
て

以
来
、
一
〇
年
以
上
の
時
間
を
か
け
て
整
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
法
制
化
に
は
、
多
く
の
前
提
条
件
を
必
要
と
し
て
い
た
。

例
え
ば
、
専
門
家
に
よ
る
充
実
し
た
妊
娠
相
談
の
体
制
、
仮
名
で
の
出
産
と
出
生
登
録
の
申
立
て
、
母
の
身
元
を
示
す
出
自
証
明
書
の

作
成
と
厳
密
な
管
理
お
よ
び
子
の
出
自
証
明
書
の
閲
覧
規
制
、
適
切
な
出
産
・
医
療
体
制
と
児
童
福
祉
と
の
連
携
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ

ら
に
つ
い
て
、
日
本
の
状
況
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　

1　

妊
娠
に
関
す
る
相
談
体
制
と
匿
名
で
の
出
産

　

ド
イ
ツ
の
妊
娠
相
談
所
は
、
本
来
、
妊
娠
し
た
い
人
の
た
め
に
も
、
妊
娠
し
た
く
な
い
人
の
た
め
に
も
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

と
り
わ
け
刑
法
の
堕
胎
罪
と
の
関
連
で
人
工
妊
娠
中
絶
と
密
接
不
可
分
な
妊
娠
葛
藤
相
談
か
ら
内
密
出
産
の
相
談
の
場
へ
と
展
開
し
て

き
た
。
日
本
の
場
合
、
一
般
の
妊
娠
相
談
と
母
体
保
護
法
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
（
医
師
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
）
人
工
妊
娠
中
絶
と

は
、
結
び
つ
き
が
弱
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
思
い
が
け
な
い
妊
娠
を
し
た
女
性
の
支
援
に
当
た
る
妊
娠
相
談
所
の
財
政
的
支
援
、
妊
娠

相
談
に
関
わ
る
人
材
の
育
成
も
必
要
で
あ
り
、
地
域
を
越
え
た
関
係
者
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
・
発
展
な
ど
、
多
様
な
相
談
体
制

の
構
築
が
望
ま
れ
て
い
る
。

　

2　

出
生
の
届
出
と
戸
籍
制
度
と
の
関
連

　

日
本
で
は
、「
戸
籍
信
仰
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
戸
籍
へ
の
記
載
に
こ
だ
わ
る
考
え
方
が
根
強
く
存
在
す
る
。
戸
籍
に
は

戸
籍
訂
正
の
手
続
（
戸
籍
法
一
三
条
以
下
）
が
用
意
さ
れ
て
い
る
し
、
届
出
や
戸
籍
訂
正
・
補
完
を
関
係
者
に
促
す
方
策
（
同
法
二
四

条
・
四
四
条
・
四
五
条
）
も
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
戸
籍
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
全
て
正
し
い
わ
け
で
も
な
い
し
、
法
的
な
事
実

で
あ
っ
て
も
、
戸
籍
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
り
、
逆
に
、
戸
籍
に
記
載
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
法
的
効
力
が
な
い
わ
け
で

も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
戸
籍
に
記
載
さ
れ
る
事
項
の
届
出
を
当
事
者
に
委
ね
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
来
る
も
の
で
あ
る
。
戸
籍
制

（
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度
を
管
理
運
用
す
る
国
に
す
れ
ば
、
仮
名
に
よ
る
子
の
出
生
の
登
録
を
制
度
的
に
公
認
す
る
こ
と
は
、
戸
籍
制
度
へ
の
信
頼
を
揺
る
が

す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
た
め
、
相
当
に
困
難
で
あ
る
。
一
九
八
七
（
昭
和
六
二
）
年
の
特
別
養
子
縁
組
制
度
創
設
時
の
議
論
に
お
い

て
、
戸
籍
か
ら
出
生
・
出
産
の
事
実
が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
（
事
実
に
反
す
る
戸
籍
を
作
成
す
る
）
こ
と
に
対
し
て
は
、

戸
籍
の
信
頼
性
の
観
点
か
ら
反
対
意
見
が
強
く
、
二
重
帳
簿
方
式
な
ど
も
否
定
し
、
結
論
的
に
は
、
特
別
養
子
の
中
間
戸
籍
の
作
成

（
同
法
二
〇
条
の
三
）
と
身
分
事
項
欄
で
の
根
拠
規
定
を
表
示
す
る
現
行
の
方
式
に
な
っ
た
。

　

内
密
出
産
の
子
の
場
合
、
母
を
匿
名
と
す
る
た
め
に
は
、
現
行
の
戸
籍
法
で
は
、
棄
児
の
取
扱
い
の
修
正
運
用
が
考
え
ら
れ
る
。
棄

児
は
父
母
が
と
も
に
不
明
な
子
で
あ
り
、
発
見
さ
れ
た
地
の
市
町
村
長
が
、
氏
名
を
つ
け
、
本
籍
を
定
め
て
戸
籍
を
編
製
す
る
（
戸
籍

法
五
七
条
）。
病
院
で
出
産
し
た
女
性
が
身
元
を
明
ら
か
に
し
な
い
ま
ま
行
方
不
明
と
な
っ
た
よ
う
な
場
合
は
、
調
査
し
て
も
母
の
特

定
が
で
き
な
い
と
き
は
、
棄
児
と
し
て
扱
う
こ
と
に
な
る
。
内
密
出
産
の
場
合
、
医
師
・
病
院
が
あ
え
て
妊
婦
の
氏
名
を
確
認
し
な
い

で
、
出
産
に
対
応
す
る
こ
と
は
、
患
者
（
母
子
）
へ
の
責
任
を
考
え
れ
ば
、
緊
急
の
場
合
で
な
け
れ
ば
考
え
ら
れ
な
い
。
医
師
・
病
院

が
本
人
の
身
元
を
確
認
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
秘
匿
し
て
出
生
証
明
書
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
疑
わ
し
い
。

　

慈
恵
病
院
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
対
し
、
法
務
局
は
、
実
母
の
記
載
の
な
い
出
生
届
を
添
付
し
て
な
さ
れ
た
出
生
届
も
、
不
備
な
届

出
と
し
て
受
け
付
け
、
職
権
で
、
戸
籍
記
載
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
回
答
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
法
務
局
と
し
て
は
、

無
戸
籍
者
問
題
の
解
消
に
腐
心
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、
出
生
の
事
実
が
明
ら
か
で
あ
る
限
り
、
戸
籍
の
作
成
が
可
能
と
す
る
考

え
方
に
立
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
法
が
、
棄
児
（
新
生
児
）
の
届
出
（
ド
イ
ツ
身
分
登
録
法
二
四
条
）
や
身
分
の
不
明
な
者
に
つ

い
て
の
出
生
届
出
（
同
法
二
五
条
）
と
は
別
に
、
通
常
の
出
生
届
の
条
項
の
中
に
、
一
つ
の
出
生
の
態
様
と
し
て
、
内
密
出
産
の
子
の

た
め
の
規
定
（
同
法
二
一
条
二
項
ａ
）
を
設
け
た
よ
う
に
、
明
確
な
法
規
に
よ
る
内
密
出
産
方
式
の
意
義
づ
け
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
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3　

養
子
縁
組
と
の
関
連

　

内
密
出
産
の
子
に
つ
い
て
は
、
乳
児
院
等
で
の
社
会
的
養
護
の
下
で
保
護
し
た
後
、
し
か
る
べ
き
養
親
を
探
し
、
特
別
養
子
縁
組
の

手
続
を
進
め
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
少
な
く
と
も
法
的
な
母
は
存
在
し
て
い
る
の
で
、
養
子
縁
組
へ
の
母
の
同
意
の
要

件
（
日
民
八
一
七
条
の
六
）
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
母
が
全
く
不
明
な
場
合
と
異
な
り
、
内
密
出
産
の
子
の
母
に
つ
い
て
は
、

病
院
あ
る
い
は
関
わ
っ
た
児
童
相
談
所
が
情
報
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
い
わ
ば
そ
の
存
在
は
分
か
っ
て
い
る
が
、
い
つ

現
れ
る
か
は
見
通
し
が
立
た
な
い
実
親
と
同
様
の
状
況
で
あ
る
。
そ
う
し
た
場
合
に
、
児
童
相
談
所
と
し
て
も
、
特
別
養
子
縁
組
を
積

極
的
に
進
め
る
こ
と
に
は
躊
躇
す
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
現
行
法
の
同
意
不
要
事
由
（
同
条
た
だ
し
書
）
で
は
、「
父
母
が
そ

の
意
思
を
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
」
に
該
当
す
る
か
、
あ
る
い
は
内
密
出
産
自
体
を
虐
待
・
悪
意
の
遺
棄
と
は
い
え
な
い
と

し
て
も
、「
養
子
と
な
る
者
の
利
益
を
著
し
く
害
す
る
事
由
が
あ
る
場
合
」
に
該
当
す
る
か
判
断
の
困
難
な
問
題
と
な
る
。
一
定
の
期

間
、
親
子
関
係
を
認
め
な
か
っ
た
母
に
つ
い
て
は
、
特
別
養
子
に
よ
る
子
の
監
護
が
不
可
欠
な
状
態
に
な
っ
て
い
る
と
し
て
、
同
意
を

不
要
と
す
る
明
確
な
規
定
を
置
く
な
ど
、
立
法
的
な
解
決
が
望
ま
れ
る
。
こ
う
し
た
手
続
に
お
け
る
、
子
ど
も
の
利
益
の
代
弁
者
も
明

確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

4　

出
自
を
知
る
権
利
の
実
定
法
化

　

日
本
で
は
、「
出
自
を
知
る
権
利
」
に
つ
い
て
は
、
特
別
養
子
制
度
の
発
足
に
際
し
て
は
「
真
実
告
知
」
の
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ

て
い
た
。
そ
の
後
は
、
生
殖
補
助
医
療
の
関
連
か
ら
、
精
子
提
供
者
な
ど
遺
伝
的
な
つ
な
が
り
を
知
る
権
利
と
し
て
議
論
さ
れ
、
一
応

の
方
向
性
は
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ま
だ
に
議
論
の
決
着
に
は
至
ら
ず
、
具
体
的
な
法
律
の
整
備
を
す
る
に
は
遠
い
状
況
で
あ

る
。
こ
の
点
で
は
、
先
に
紹
介
し
た
ド
イ
ツ
法
と
は
顕
著
な
違
い
が
あ
る
。
認
知
さ
れ
て
い
な
い
子
、
嫡
出
否
認
さ
れ
て
い
な
い
子
、

養
子
、
生
殖
補
助
医
療
出
生
子
な
ど
の
出
自
を
知
る
権
利
と
も
併
せ
て
、
権
利
と
し
て
の
承
認
、
そ
の
性
質
、
具
体
的
な
行
使
手
段
に
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つ
い
て
早
急
に
検
討
を
進
め
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。

　

特
に
内
密
出
産
の
関
係
で
出
自
を
知
る
権
利
を
考
え
る
場
合
、
基
本
と
な
る
権
利
を
行
使
し
得
る
子
の
年
齢
を
一
六
歳
と
す
る
か
、

一
八
歳
と
す
る
か
（
二
〇
二
二
年
四
月
一
日
か
ら
の
成
年
年
齢
）
が
問
題
と
な
る
。
ド
イ
ツ
法
や
厚
生
科
学
審
議
会
報
告
書
の
よ
う
に

一
六
歳
と
す
る
場
合
、
法
定
代
理
人
と
の
利
益
相
反
関
係
な
ど
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、
一
八
歳
と
す
る
の
が
大
方
の
理
解
を
得
ら

れ
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
成
年
で
あ
っ
て
も
精
神
的
に
不
安
定
な
年
代
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
母
に

対
し
て
の
支
援
と
と
も
に
、
子
に
対
す
る
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
の
役
割
、
そ
の
他
支
援
の
制
度
化
も
重
要
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
内
密
出
産
の
法
制
化
へ
の
経
緯
を
研
究
す
る
こ
と
で
、
わ
が
国
で
の
思
い
が
け
な
い
出
産
に
苦
し
む

母
子
（
お
よ
び
そ
の
家
族
）
の
た
め
の
、
安
全
・
安
心
・
安
定
し
た
子
の
誕
生
を
保
障
す
べ
き
今
後
の
法
制
度
に
つ
い
て
検
討
し
て
き

た
。
ド
イ
ツ
で
は
、
二
〇
〇
〇
年
以
降
、
社
会
的
に
も
、
倫
理
的
、
法
的
に
も
、
ま
た
政
治
的
に
も
大
き
な
議
論
と
な
っ
て
き
た
匿
名

で
の
子
ど
も
の
委
託
の
是
非
、
特
に
ベ
ビ
ー
・
ク
ラ
ッ
ペ
ン
制
度
の
存
廃
を
め
ぐ
る
議
論
に
終
止
符
を
打
つ
べ
く
、
内
密
出
産
制
度
が

創
設
さ
れ
た
。
し
か
し
、
法
律
に
明
確
な
基
礎
を
有
す
る
匿
名
で
の
子
の
引
渡
し
の
手
段
が
設
け
ら
れ
た
と
は
い
え
、
ド
イ
ツ
に
お
い

て
も
、
従
来
の
ベ
ビ
ー
・
ク
ラ
ッ
ペ
ン
等
の
手
段
は
否
定
さ
れ
た
、
少
な
く
と
も
廃
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
で
ま
と
ま
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
新
制
度
は
確
か
に
選
択
肢
を
増
や
し
た
が
、
既
存
の
方
法
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
妊
娠
の
仕
方
、
生

ま
れ
方
が
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
得
る
と
す
れ
ば
、
法
制
度
と
し
て
多
様
な
か
た
ち
の
も
の
を
併
存
さ
せ
得
る
も
の
を
整
え
て
行
く
必
要
が

あ
る
で
あ
ろ
う
。
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【
付
記
】
本
稿
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
注
（
50
）
に
挙
げ
た
熊
本
大
学
で
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
発
表
し
、
ド
イ
ツ
か
ら
の
ゲ
ス
ト
（
家
族
省
担

当
官
、
妊
娠
相
談
所
専
門
相
談
員
）、
マ
ス
コ
ミ
関
係
者
、
自
治
体
関
係
者
、
市
民
も
交
え
て
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
い
、
考
え
を
深
め

る
契
機
と
な
っ
た
。
ま
た
、
佐
藤
拓
代
大
阪
母
子
医
療
セ
ン
タ
ー
顧
問
ほ
か
に
よ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
妊
娠
を
他
者
に
知
ら
れ
た
く
な
い
女

性
へ
の
支
援
を
考
え
る
」（
二
〇
一
八
年
七
月
七
日
、
国
際
障
害
者
交
流
セ
ン
タ
ー
）
お
よ
び
日
本
子
ど
も
虐
待
防
止
学
会
（
二
〇
一
八
年

一
二
月
一
日
、
川
崎
医
療
福
祉
大
学
）
で
も
発
表
し
た
。
佐
藤
拓
代
編
『
妊
娠
ク
ラ
イ
シ
ス
─
孤
立
と
自
己
責
任
を
超
え
て
』（
か
も
が
わ

出
版
、
二
〇
一
九
年
刊
行
予
定
）
に
も
、「
妊
娠
を
他
者
に
知
ら
れ
た
く
な
い
女
性
へ
の
海
外
の
法
制
度
・
支
援
」
と
題
す
る
記
事
を
執
筆

し
て
い
る
。
本
研
究
は
、
ト
ビ
ア
ス
・
バ
ウ
ア
ー
熊
本
大
学
准
教
授
を
代
表
者
と
す
る
科
研
（
課
題
番
号25500007

お
よ
び
課
題
番
号

16K
02125

）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。 

（
二
〇
一
九
年
一
月
七
日
）

ド
イ
ツ
法
で
は
、
代
理
出
産
の
実
施
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
を
許
容
す
る
外
国
へ
渡
航
し
て
の
実
施
（
生
殖
ツ
ー
リ
ズ

ム
）
の
実
例
が
生
じ
て
き
た
こ
と
や
、
国
内
で
も
違
法
な
実
施
が
あ
り
得
る
こ
と
を
想
定
し
て
、
出
生
し
た
子
の
身
分
の
法
的
安
定
性
の
た
め
に

規
律
を
設
け
て
い
る
。

本
稿
（
一
）
注
（
22
）
の
記
述
を
参
照
。
な
お
、
子
の
性
別
記
載
に
つ
い
て
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
決
定
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
て
い
た
身

分
登
録
法
二
二
条
三
項
の
改
正
が
実
現
し
（Gesetz zur Ä

nderung der in das Geburtenregister einzutragenden A
ngaben vom

 18. 
12. 2018

）、「
女
性
」、「
男
性
」「
性
別
記
載
な
し
」
に
加
え
て
、
第
三
の
性
と
し
て
「
多
様
性
（divers

）」
と
い
う
登
録
が
認
め
ら
れ
た
（
二

〇
一
八
年
一
二
月
二
二
日
施
行
）。

も
っ
と
も
、
母
自
ら
、
内
密
性
を
放
棄
し
て
、
母
子
関
係
を
承
認
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
子
の
出
生
登
録
に
必
要
な
事
項
（
親
の
氏
名
等
）

を
家
庭
裁
判
所
が
確
認
す
る
こ
と
で
、
母
の
配
慮
権
が
復
活
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
民
法
一
六
七
四
条
ａ
第
二
文
）。
た
だ
し
、
当
然
に
復

活
す
る
も
の
で
は
な
く
、
配
慮
権
者
と
し
て
相
応
し
い
か
ど
う
か
の
審
査
を
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
あ
る
。

内
密
出
産
が
法
制
化
さ
れ
た
こ
と
で
、
従
来
の
匿
名
型
出
産
は
禁
止
さ
れ
る
と
い
う
見
方
も
あ
っ
た
が
、
現
在
で
も
な
お
、
ベ
ビ
ー
・
ク
ラ

ッ
ペ
ン
等
の
匿
名
に
よ
る
出
産
の
形
態
は
、
明
確
に
は
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
実
践
は
、
依
然
と
し
て
合
法
か
違
法
か

が
明
確
で
な
い
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
に
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、
ベ
ビ
ー
・
ク
ラ
ッ
ペ
ン
に
託
さ
れ
た
子
ど
も
は
、
通
常
の
捨
て
子
（
遺
棄
児

童
）
と
同
様
に
、
そ
の
身
分
（
親
子
関
係
）
が
不
明
な
子
と
し
て
、
行
政
官
庁
が
命
名
し
、
出
生
登
録
を
す
る
こ
と
に
な
る
（
身
分
登
録
法
二
四

（
28
）

（
29
）

（
30
）

（
31
）
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ドイツにおける内密出産制度導入の意義と課題（二・完）

条
・
二
五
条
）。

こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
実
親
が
扶
養
義
務
を
果
た
さ
な
い
状
態
を
合
法
化
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
批
判
も
あ
り
得
る
が
、
出
生
し
た
子
の
成

長
を
公
的
に
保
障
す
る
こ
と
を
政
策
的
に
選
択
し
た
も
の
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
施
設
養
育
・
里
親
か
ら
養
子
縁
組
に
よ
る
保
護
と
支
援

策
を
整
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

内
密
出
産
制
度
実
施
状
況
に
つ
い
て
の
注
（
24
）
掲
記
の
評
価
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
内
密
出
産
を
決
断
し
た
女
性
の
う
ち
、
お
よ
そ
三
分
の

一
が
夫
ま
た
は
事
実
婚
パ
ー
ト
ナ
ー
が
い
る
が
、
半
数
は
い
な
い
と
回
答
し
て
い
る
。
子
の
父
が
夫
あ
る
い
は
パ
ー
ト
ナ
ー
と
異
な
る
と
い
う
回

答
は
二
一
・
六
％
で
あ
る
が
、
未
回
答
の
も
の
が
四
一
・
九
％
あ
る
た
め
（
そ
の
多
く
は
、
パ
ー
ト
ナ
ー
の
い
な
い
女
性
と
考
え
ら
れ
る
）、
そ

れ
を
差
し
引
く
と
、
割
合
的
に
は
、
そ
の
倍
ほ
ど
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
（
評
価
報
告
書
四
七
頁
）。
詳
し
く
は
、
ト
ビ
ア
ス
・

バ
ウ
ア
ー
熊
本
大
学
准
教
授
に
よ
る
報
告
書
翻
訳
（
評
価
報
告
書
抄
訳
3
）
を
参
照
さ
れ
た
い
（
熊
本
大
学
学
術
レ
ポ
ジ
ト
リ
ー
、
二
〇
一
八
年
）。

日
本
法
と
同
様
に
、
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
も
、
母
の
同
意
が
な
け
れ
ば
、
父
は
、
胎
児
を
自
分
の
子
で
あ
る
と
承
認
（
認
知
）
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
（
民
法
一
五
九
五
条
一
項
）。

た
だ
し
、
自
己
の
配
偶
者
の
子
を
養
子
と
し
た
と
き
（
継
親
子
養
子
）
は
、
養
子
と
他
方
の
親
及
び
そ
の
血
族
と
の
血
族
関
係
の
み
が
終
了

す
る
（
一
七
五
五
条
二
項
）。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
未
成
年
養
子
の
数
は
、
一
九
五
〇
年
は
四
二
七
九
で
あ
っ
た
が
、
一
九
七
五
年
に
は
九
三
〇
八
、

養
子
法
改
正
後
の
一
九
七
八
年
に
は
一
一
二
二
四
ま
で
増
加
し
た
。
し
か
し
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
減
少
し
、
二
〇
〇
一
年
に
は
五
九
〇
九
に
な

っ
て
い
る
（
鈴
木
博
人
「
ド
イ
ツ
の
養
子
法
」
民
商
一
三
八
巻
四
・
五
号
〔
二
〇
〇
八
年
〕
四
七
三
頁
・
四
七
四
頁
に
一
九
六
〇
年
か
ら
二
〇
〇

五
年
ま
で
の
養
子
の
数
、
そ
の
内
訳
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
）。
そ
の
後
も
減
少
は
続
き
、
二
〇
一
七
年
は
三
八
八
八
（
ド
イ
ツ
国
籍
の
子
が
三
三

九
一
、
ド
イ
ツ
国
籍
で
な
い
子
が
四
九
七
）
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
継
親
子
養
子
が
二
三
七
三
（
約
六
一
パ
ー
セ
ン
ト
）
と
多
く
（
比
率
的
に
は
、

一
九
八
四
年
か
ら
継
親
子
養
子
が
非
親
族
養
子
を
上
回
る
）、
そ
の
他
の
親
族
に
よ
る
養
子
縁
組
が
一
五
三
、
非
親
族
養
子
が
一
三
六
二
（
約
三

五
パ
ー
セ
ン
ト
）
で
あ
る
（Statistisches Bundesam

t, Statistik der K
inder- und Jugendhilfe, A

doptionen 2017

）。

改
正
養
子
法
と
同
時
に
施
行
さ
れ
た
養
子
縁
組
あ
っ
せ
ん
法
は
、
二
〇
〇
一
年
に
、「
養
子
縁
組
の
あ
っ
せ
ん
及
び
代
理
母
あ
っ
せ
ん
禁
止

に
関
す
る
法
律
」（Gesetz über die V

erm
ittlung der A

nnahm
e als K

ind und über das V
erbot der V

erm
ittlung von Ersatz-

m
üttern (A

doptionsverm
ittlungsgesetz - A

dV
erm

iG

）in der Fassung der Bekanntm
achung vom

 22. D
ezem

ber 2001 
(BGBl. I 2002 S.354))

と
な
っ
て
い
る
。

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）
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論　　　説

公
的
な
児
童
少
年
援
助
機
関
（
少
年
局
、
州
少
年
局
）
に
置
か
れ
た
あ
っ
せ
ん
所
に
よ
る
養
子
縁
組
が
多
く
、
二
〇
一
七
年
に
成
立
し
た
縁

組
総
数
三
八
八
八
件
の
う
ち
、
三
六
五
八
件
（
約
九
四
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
）
を
占
め
る
（
注
（
35
）
掲
記
の
連
邦
統
計
に
よ
る
）。

Claudia K
rell, Paul Bränzel, Fabienne D

ietzsch, Ina Bovenschen, A
doption in D

eutschland: V
on vertraglich geregelter 

Elternschaft im
 Interesse der A

nnehm
enden zum

 K
indesw

ohl. In: U
lrike Busch, Claudia K

rell, A
nne-K

athrin W
ill (H

rsg.), 
Eltern (vorerst) unbekannt: anonym

e und vertrauliche Geburt in D
eutschland, Beltz Juventa, 2017, S.190.

内
密
出
産
制
度
の
注
（
24
）
掲
記
評
価
報
告
書
で
は
、
親
の
不
明
な
子
の
養
子
縁
組
に
つ
き
、
各
年
の
養
子
の
出
生
年
に
よ
る
一
覧
表
を
掲

載
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
一
九
九
七
年
に
生
ま
れ
た
子
は
二
〇
〇
五
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
に
か
け
て
の
養
子
縁
組
が
多
い
が
分
散
し
て
お

り
（
最
多
は
二
〇
〇
九
年
の
一
一
人
、
次
い
で
二
〇
一
〇
年
の
八
人
）、
二
〇
〇
〇
年
生
ま
れ
の
子
も
同
じ
で
あ
る
（
最
大
は
二
〇
〇
七
年
の
七

人
）。
し
か
し
、
親
の
不
明
な
子
の
養
子
縁
組
が
急
増
し
た
二
〇
〇
四
年
か
ら
は
出
生
の
翌
年
、
翌
々
年
の
養
子
縁
組
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
例

え
ば
、
二
〇
〇
三
年
生
ま
れ
の
子
で
は
二
〇
〇
四
年
（
三
四
人
）
と
二
〇
〇
五
年
（
一
九
人
）、
二
〇
〇
六
年
生
ま
れ
の
子
は
二
〇
〇
七
年
（
五

一
人
）
と
二
〇
〇
八
年
（
一
九
人
）
に
集
中
し
、
二
〇
一
二
年
生
ま
れ
で
は
二
〇
一
三
年
に
八
五
人
、
二
〇
一
四
年
に
二
三
人
と
な
っ
て
い
る
。

内
密
出
産
制
度
が
施
行
さ
れ
た
二
〇
一
四
年
生
ま
れ
の
子
で
は
、
同
年
中
の
縁
組
が
八
人
、
二
〇
一
五
年
が
一
一
〇
人
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し

た
早
期
の
成
立
数
の
増
加
は
、
出
生
後
に
養
子
縁
組
の
手
続
が
速
や
か
に
行
わ
れ
る
態
勢
が
形
成
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

K
arolina D

rążkiew
icz, A

doption von K
indern aus der Babyklappe und nach einer vertraulichen Geburt: eine rechts-

vergleichende A
nalyse zum

 polnischen Recht im
 K

ontext des Rechts des anonym
 abgegebenen K

indes auf K
enntnis der 

eigenen A
bstam

m
ung im

 w
eiteren V

erlauf seines Lebens, V
erlag de jure pl, 2016, S.121. 

ド
イ
ツ
民
法
一
七
四
七
条
四
項
一
文
は
、「
親
の
一
方
の
同
意
は
、
そ
の
者
が
、
意
思
を
表
示
す
る
こ
と
が
永
続
的
に
不
能
で
あ
り
、
又
は

そ
の
居
所
が
永
続
的
に
不
明
で
あ
る
と
き
は
、
必
要
で
は
な
い
。」
と
定
め
て
い
る
。「
永
続
的
に
（dauernd

）」
と
い
う
の
は
、
一
定
期
間
経

過
後
に
そ
の
状
態
が
変
化
な
い
し
終
了
す
る
見
込
み
が
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
意
思
表
示
不
能
の
例
と
し
て
は
、
行
為
無
能
力

者
（
民
法
一
〇
四
条
）、
あ
る
い
は
長
期
間
の
意
識
不
明
（
昏
睡
状
態
）
で
、
回
復
の
見
込
み
が
な
い
者
が
挙
げ
ら
れ
る
。
七
歳
以
上
の
未
成
年

者
は
制
限
行
為
能
力
者
で
あ
る
が
（
一
〇
六
条
）、
養
子
縁
組
に
対
す
る
親
の
同
意
の
場
合
は
、
一
四
歳
以
上
で
あ
れ
ば
本
人
が
同
意
し
（
法
定

代
理
人
の
同
意
を
必
要
と
す
る
）、
一
四
歳
未
満
で
あ
れ
ば
、
法
定
代
理
人
が
代
わ
っ
て
同
意
す
る
（
民
法
一
七
五
〇
条
三
項
・
一
七
四
六
条
一

項
）。
永
続
的
な
所
在
不
明
の
例
と
し
て
は
、
棄
児
、
戦
災
・
大
災
害
等
に
よ
る
親
の
不
明
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
行
政
官
庁
が
適
切
な
調
査
を
し

（
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）

（
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）

（
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）
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）
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）
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ドイツにおける内密出産制度導入の意義と課題（二・完）

て
も
六
か
月
以
上
所
在
が
判
明
し
な
い
場
合
な
ど
も
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
（Staudinger/Frank (2007) § 1747 Rn48, S.147

）。

家
庭
裁
判
所
が
親
の
同
意
を
補
充
す
る
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
子
に
対
す
る
持
続
的
な
著
し
い
義
務
違
反
が

あ
り
、
か
つ
、
縁
組
し
な
い
こ
と
が
子
に
過
度
の
不
利
益
を
も
た
ら
す
と
き
、
②
義
務
違
反
が
持
続
的
で
は
な
い
が
、
特
に
重
大
で
あ
り
、
か
つ
、

子
を
も
は
や
永
続
的
に
親
の
保
護
に
委
ね
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
③
持
続
的
な
著
し
い
義
務
違
反
と
は
い
え
な
い
が
子
に
対
し
て
無
関
心
で

あ
り
、
縁
組
し
な
い
こ
と
が
子
に
過
度
の
不
利
益
を
も
た
ら
す
と
き
（
少
年
局
に
よ
り
同
意
補
充
の
可
能
性
の
教
示
が
あ
り
、
実
親
家
庭
で
の
養

育
に
向
け
た
少
年
局
の
助
言
を
受
け
、
教
示
か
ら
三
か
月
以
上
の
期
間
が
経
過
し
た
こ
と
を
要
す
る
）、
④
特
に
重
い
精
神
病
、
知
的
障
害
、
心

的
障
害
に
よ
り
子
の
養
育
・
教
育
が
永
続
的
に
不
能
で
あ
り
、
か
つ
、
縁
組
し
な
い
と
子
が
家
庭
で
成
長
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
こ
と
が
子

の
発
達
を
重
大
な
危
険
に
さ
ら
す
と
き
、
及
び
⑤
婚
姻
関
係
に
な
い
父
母
に
お
い
て
母
が
単
独
で
配
慮
権
を
有
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
縁
組

し
な
い
こ
と
で
子
に
過
度
の
不
利
益
を
も
た
ら
す
と
き
（
父
の
同
意
の
補
充
に
限
る
）
で
あ
る
。
ベ
ビ
ー
・
ク
ラ
ッ
ペ
ン
等
の
匿
名
型
の
子
の
委

託
の
場
合
は
、
主
に
①
②
③
が
問
題
と
な
り
得
る
。

同
意
補
充
の
手
続
は
、
養
子
と
な
る
子
の
申
立
て
に
よ
り
、
養
子
縁
組
宣
告
の
申
立
て
に
先
行
し
て
別
個
の
手
続
と
し
て
行
わ
れ
る
か
、
宣

告
手
続
の
中
で
中
間
手
続
的
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
決
定
に
よ
り
、
親
の
同
意
が
あ
っ
た
も
の
と
す
る
。
同
意
不
要
の
場
合
に
は
、
後
に
不

当
な
同
意
不
要
の
認
定
で
あ
っ
た
と
さ
れ
た
場
合
は
、
縁
組
の
取
消
し
が
問
題
と
な
り
得
る
が
、
同
意
補
充
の
場
合
は
、
縁
組
の
取
消
は
問
題
と

な
ら
な
い
。

子
ど
も
の
権
利
条
約
（
児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
）
七
条
一
項
は
、「
児
童
は
、
出
生
の
後
直
ち
に
登
録
さ
れ
る
。
児
童
は
、
出
生
の
時

か
ら
氏
名
を
有
す
る
権
利
及
び
国
籍
を
取
得
す
る
権
利
を
有
す
る
も
の
と
し
、
ま
た
、
で
き
る
限
り
そ
の
父
母
を
知
り
か
つ
そ
の
父
母
に
よ
っ
て

養
育
さ
れ
る
権
利
を
有
す
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
。

BV
erfG, U

rteil vom
 31. 1. 1989, BV

erfGE 79, 256= Fam
RZ 1989, 255

（
成
年
の
子
の
嫡
出
取
消
権
の
制
限
を
違
憲
と
し
た
）. 

連

邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
海
老
原
明
夫
「
自
己
の
出
自
を
知
る
権
利
と
嫡
出
否
認
─
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
と
親
子
法
の

改
正
」
法
協
一
一
五
巻
三
号
（
一
九
九
八
年
）
三
四
九
頁
以
下
参
照
。
そ
の
他
、BV

erfG, U
rteil vom

 26. 4. 1994, BV
erfGE 90, 

263=Fam
RZ 1994, 881

（
嫡
出
取
消
権
を
、
事
実
を
知
ら
な
く
て
も
成
年
か
ら
二
年
に
限
定
す
る
こ
と
は
違
憲
で
あ
る
）; BV

erfG, U
rteil 

vom
 6. 5. 1997, BV

erfGE 96, 56=Fam
RZ 1997, 869

（
婚
外
子
が
、
父
が
誰
か
知
ら
せ
る
こ
と
を
母
に
請
求
す
る
権
利
は
母
の
権
利
と
調

整
す
る
）; BV

erfG, U
rteil vom

 19. 4. 2016, BV
erfGE 141, 186=Fam

RZ 2016, 877
（
父
性
確
認
手
続
と
は
別
に
独
立
し
た
生
物
的
出
自

（
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）

（
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）

（
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）
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論　　　説

解
明
の
手
続
を
設
け
る
義
務
は
立
法
者
に
は
な
い
）.

出
自
を
知
る
権
利
に
消
極
的
な
見
解
は
、
人
の
発
展
に
と
っ
て
血
縁
関
係
を
知
る
こ
と
以
上
に
社
会
的
な
帰
属
関
係
が
重
要
で
あ
る
こ
と
、

遺
伝
子
だ
け
で
人
の
属
性
が
特
徴
付
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
出
自
を
知
る
こ
と
は
人
の
発
展
に
と
っ
て
む
し
ろ
負
担
と
な
る
場
合
が
あ

る
こ
と
、
特
に
売
春
や
強
姦
に
よ
る
妊
娠
の
場
合
な
ど
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
す
る
（Bernhard H

assen-
stein, D

er W
ert der K

enntnis der eigenen genetischen A
bstam

m
ung, Fam

RZ 1988, S. 120-123.

）。

最
近
の
動
き
と
し
て
、
Ａ
Ｉ
Ｄ
（
非
配
偶
者
間
人
工
授
精
）
の
精
子
提
供
者
に
関
す
る
登
録
制
度
を
設
け
、
Ａ
Ｉ
Ｄ
子
の
実
親
を
知
る
権
利

を
具
体
化
す
る
法
律
（Gesetz zur Erreichtung eines Sam

enspenderregisters und zur Regelung der A
uskunftserteilung über 

den Spender nach heterologer verw
endung von Sam

en

─Sam
enspenderregistergesetz vom

 17. 7. 2017

）
が
制
定
さ
れ
た
こ

と
に
も
注
目
し
た
い
（
二
〇
一
八
年
七
月
一
日
施
行
）。
同
法
で
は
、
医
療
機
関
に
、
精
子
提
供
者
の
氏
名
、
出
生
日
、
出
生
地
、
国
籍
、
住
所

の
情
報
を
取
得
し
管
理
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
て
お
り
、
一
六
歳
以
上
の
子
は
、
登
録
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
い

る
。
な
お
、
同
法
に
基
づ
い
て
精
子
を
提
供
し
た
者
は
、
子
の
父
と
は
な
ら
な
い
こ
と
が
明
文
化
さ
れ
た
（
民
法
一
六
〇
〇
条
ｄ
四
項
）。

フ
ラ
ン
ス
の
匿
名
出
産
に
つ
い
て
は
、
出
自
情
報
の
入
手
を
可
能
と
す
る
利
害
調
整
措
置
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
欧
州
人
権
条
約
八

条
（
私
生
活
お
よ
び
家
族
生
活
の
尊
重
に
対
す
る
権
利
）
お
よ
び
一
四
条
（
差
別
禁
止
）
に
は
違
反
し
な
い
と
い
う
判
決
が
欧
州
人
権
裁
判
所
に

よ
り
下
さ
れ
た
（O

dièvre

対
フ
ラ
ン
ス
事
件
〔
二
〇
〇
三
年
二
月
一
三
日
判
決
〕
に
つ
い
て
は
注
（
5
）
掲
記
の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
イ
タ
リ
ア
の
匿
名
出
産
に
つ
い
て
は
、
子
が
自
己
の
出
自
に
関
す
る
情
報
を
得
る
手
段
が
用
意
さ
れ
て
お
ら
ず
、
匿
名
性
保
持

へ
の
母
の
希
望
が
、
子
の
出
自
を
知
る
利
益
に
対
し
て
絶
対
的
に
優
位
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
欧
州
人
権
条
約
八
条
に
違
反
す
る
と
し
た

（Godelli

対
イ
タ
リ
ア
事
件
〔
二
〇
一
二
年
九
月
二
五
日
〕）。

欧
州
評
議
会
の
養
子
縁
組
に
関
す
る
協
定
（
一
九
六
七
年
）
を
改
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。
新
協
定
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
床
谷
文
雄
「
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
け
る
養
子
法
の
動
向
─
ス
イ
ス
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
そ
し
て
新
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
養
子
協
定
」
棚
村
政
行
・
小
川
富
之
編
集
代
表
『
中
川

淳
先
生
傘
寿
記
念
論
集　

家
族
法
の
理
論
と
実
務
』（
日
本
加
除
出
版
、
二
〇
一
一
年
）
三
四
九
頁
以
下
で
紹
介
し
て
い
る
。

二
〇
一
八
年
八
月
二
二
日
・
二
三
日
に
熊
本
大
学
で
開
催
さ
れ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ド
イ
ツ
の
内
密
出
産
制
度
に
学
ぶ
─
新
し
い
母
子

救
済
支
援
の
可
能
性
を
探
る
」（
ト
ビ
ア
ス
・
バ
ウ
ア
ー
准
教
授
代
表
科
研16K

02125
）
に
お
い
て
も
、
蓮
田
健
慈
恵
病
院
副
院
長
は
、「
日
本

で
内
密
出
産
は
実
現
可
能
か
？
─
似
て
非
な
る
日
独
社
会
？
」
と
題
す
る
発
表
の
中
で
、
日
本
式
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
内
密
出
産
の
提
案
を
し
て
い
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ドイツにおける内密出産制度導入の意義と課題（二・完）

る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
児
童
相
談
所
が
実
母
の
内
密
出
産
の
意
思
確
認
と
出
自
証
明
書
の
作
成
・
保
管
を
行
い
、
赤
ち
ゃ
ん
は
養
子
縁
組
前
提
の

里
親
に
委
託
す
る
。
病
院
か
ら
実
母
の
仮
名
と
希
望
す
る
子
の
名
を
市
長
に
届
け
出
て
、
市
長
が
子
の
名
を
決
定
し
て
、
子
に
つ
き
単
独
戸
籍
を

編
製
す
る
。
一
八
歳
以
上
の
子
は
、
児
童
相
談
所
に
対
し
、
出
自
証
明
書
の
閲
覧
・
複
写
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
母
が
閲
覧
を
拒
否
し

た
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
に
対
し
、
閲
覧
許
可
の
申
出
を
す
る
と
い
う
構
図
で
あ
る
。

内
密
出
産
の
法
制
化
に
至
る
ま
で
の
漸
進
的
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
、A

nne-K
athrin W

ill, V
ertrauliche Geburt in D

eutscland – 
die Genese des Gesetzes.In: U

lrike Busch, Claudia K
rell, A

nne-K
athrin W

ill

（
注
（
38
））S.46ff.

参
照
。

注
（
50
）
掲
記
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、
山
縣
文
治
教
授
は
「『
こ
う
の
と
り
の
ゆ
り
か
ご
報
告
書
』
か
ら
み
る
子
ど
も
の
命
・
人
権
」
と
題

す
る
発
表
に
お
い
て
、「
日
本
は
事
実
上
中
絶
容
認
社
会
で
あ
り
、
内
密
出
産
制
度
は
、
中
絶
の
減
少
以
上
に
、
顕
名
出
産
の
人
た
ち
が
世
間
体

を
理
由
に
、
こ
れ
を
選
択
す
る
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、「
出
生
前
診
断
に
限
ら
ず
、
た
と
え
ば
一
〇
代
の
妊
娠

な
ど
の
場
合
、
医
師
が
『
生
み
ま
す
か
』
と
声
を
か
け
、
中
絶
と
い
う
選
択
肢
を
暗
に
示
す
こ
と
が
少
な
く
な
く
、
同
様
に
誘
導
が
行
わ
れ
る
可

能
性
が
あ
る
」
と
も
指
摘
す
る
。

戸
籍
先
例
で
は
、
病
院
で
嫡
出
で
な
い
子
を
出
産
し
た
女
性
が
、
本
籍
の
符
合
し
な
い
出
生
届
書
を
提
出
し
た
ま
ま
行
方
不
明
と
な
っ
た
た

め
、
子
を
母
の
戸
籍
に
入
籍
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
お
い
て
、
警
察
か
ら
右
出
生
子
に
つ
い
て
棄
児
発
見
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
、
当

該
出
生
届
に
基
づ
き
市
町
村
長
は
、
適
宜
の
場
所
を
新
本
籍
と
定
め
て
出
生
子
に
つ
き
新
戸
籍
を
編
製
し
棄
児
発
見
の
申
出
書
は
出
生
届
と
一
括

し
て
保
存
す
る
と
し
た
例
が
あ
る
（
昭
和
三
六
・
一
〇
・
一
一
民
事
甲
二
五
五
六
号
回
答
）。

二
宮
周
平
「
子
の
出
自
を
知
る
権
利
」
第
二
一
期
日
本
学
術
会
議
法
学
委
員
会
生
殖
補
助
医
療
と
法
分
科
会
『
生
殖
補
助
医
療
と
法
』（
日

本
学
術
協
力
財
団
、
二
〇
一
二
年
）
二
一
一
頁
。

厚
生
科
学
審
議
会
生
殖
補
助
医
療
部
会
報
告
書
（
二
〇
〇
三
年
四
月
）
で
は
、
一
六
歳
以
上
の
子
に
出
自
を
知
る
手
段
を
認
め
る
も
の
と
し

て
い
る
。

出
生
届
・
戸
籍
上
の
対
応
だ
け
で
あ
れ
ば
戸
籍
法
に
規
律
を
設
け
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
子
の
権
利
を
明
確
に
し
つ
つ
、
医
療
機
関
や

児
童
相
談
所
、
養
子
縁
組
機
関
、
行
政
な
ど
の
行
為
規
範
な
ど
も
含
め
て
、
独
立
し
た
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
養
子
に
関
し
て
は
、

養
子
縁
組
あ
っ
せ
ん
機
関
の
義
務
に
つ
い
て
養
子
縁
組
あ
っ
せ
ん
法
と
も
関
わ
る
が
、
生
殖
補
助
医
療
の
場
合
も
含
め
て
、
出
自
を
知
る
権
利
に

関
し
て
の
総
合
的
な
法
制
を
整
備
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
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